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この冊子について 

 

 大阪産業技術研究所の支援業務メニュー（技術相談、依頼試験、装置使用など）を利用する際の利用方

法や注意事項などをまとめています。なお、和泉センター、森之宮センターそれぞれの料金表は、下記の

二次元コードからご覧ください。 

 

 

大阪産業技術研究所 ホームページ 利用案内 

https://orist.jp/riyou-annai/  
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１．地方独立行政法人大阪産業技術研究所について 
 

地方独立行政法人大阪産業技術研究所は、産業技術に関する試験、研究、相談その他の支援を行うとと

もに、これらの成果の普及及び実用化を促進することにより、産業技術とものづくりを支える知と技術の

支援拠点として、中小企業の振興等を図り、大阪経済及び産業の発展並びに住民生活の向上に寄与するこ

とを目的として設立された法人です。 

和泉センター（大阪府和泉市）、森之宮センター（大阪府大阪市）の２か所を拠点に、技術支援を行う

専門分野別の 12 の研究部と技術サポートセンターがあります。 

 

＜和泉センター＞ 大阪府和泉市あゆみ野 2 丁目 7 番 1 号 -------------------------------------------- 

 

■ 加工成形研究部 

機械加工、塑性加工、放電加工、溶接、レーザ加工、積層造形、プラスチック成形加工など、様々な加

工技術に関する研究・支援を行っています。また、製品形状の評価（各種精密測定、X 線 CT による非破

壊検査など）や CAE 解析を用いた設計支援にも対応することで、ものづくり企業を総合的に支えます。 

 

■ 金属材料研究部 

「省エネルギー」、「環境負荷低減」、「高付加価値化」というキーワードのもと、金属材料が関わるあら

ゆる場面で「ものづくり」の技術開発を支援します。鋳造、新規合金開発、熱処理、トライボロジー、破

面解析、微細構造評価、接合技術（はんだ、摩擦攪拌）などの分野で低炭素社会実現に向けて積極的に取

り組んでいます。 

 

■ 金属表面処理研究部 

金属材料中の化学成分の高精度分析、ろう付けによる金属接合技術、プラズマによる表面改質技術、溶

射およびめっき法などの表面処理による機能性皮膜の創製および評価、環境対応型防錆処理技術および

次世代電池技術の開発に取り組んでいます。これらの分野に関連する技術相談、依頼試験および装置使用

も行っています。 

 

■ 電子・機械システム研究部 

真空を利用した高機能性薄膜材料や MEMS （Micro Electro Mechanical Systems）技術、半導体微細加工

技術を駆使したマイクロデバイスに関する研究開発から、センサ・センシング技術、メカトロニクス、組

込技術、信号処理等システム応用に関する技術開発、ロボットや AI 技術の活用まで、幅広い分野で技術

支援を行っています。 

 

■ 製品信頼性研究部 

製品の安全対策や機能性評価とともに改良・開発技術を支援します。電磁波のノイズ対策、電気材料の

特性解析、静電気対策、光学測定、音響材料評価、輸送包装に関する基盤技術の構築、ならびに各種シミ

ュレーション技術を活用した研究に取り組み、特殊環境室等を利用した製品開発をサポートします。 
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■ 応用材料化学研究部 

環境化学・エネルギー・バイオ・セラミックスを総合的に支援します。環境化学物質の分析・評価技術、

省・蓄・創エネルギー関連技術、環境調和型材料や有機無機複合材料の開発、微生物制御技術、粉体技術、

機能性セラミックスや全固体電池の開発など、多岐にわたる研究や技術支援業務を行っています。 

 

■ 高分子機能材料研究部 

におい関連、環境関連材料（触媒・吸着材、ジオシンセティックス）、環境対応型粘接着剤、有機光電

子デバイス材料（太陽電池）、機能性微粒子などの技術分野で、企業の方との協業を常に意識しながら、

実用化・技術移転を見据えた研究開発や、ノウハウと装置の両方を活用した技術相談・技術支援に取り組

んでいます。 

 

■ 技術サポートセンター 

ニーズの多い依頼試験や設備開放機器で企業を支援します。プラスチック材料等の紫外線による影響を

評価する耐候性試験、表面処理した金属製品等の耐食性を評価する腐食促進試験、電気電子機器等の温湿

度変化による影響を評価する環境試験、ねじ締付け特性試験、金属製品等の機械的強度試験を担当してい

ます。 

 

＜森之宮センター＞ 大阪市城東区森之宮 1 丁目 6 番 50 号 ------------------------------------------- 

 

■ 有機材料研究部 

人の暮らしに役立つ“有機材料”開発を目指し技術支援を行っています。医農薬中間体、繊維・色材、太

陽電池・有機半導体材料、熱硬化性樹脂など様々な化学品について、その創製やプロセスの開発、高付加

価値化に向けた技術開発に取り組んでいます。また、有機材料の分析や性能評価によるものづくり支援を

行っています。 

 

■ 生物・生活材料研究部 

バイオと化学の力を使って生活を豊かで快適にする研究に取り組んでいます。健康の維持・増進に役立

つ食品・医薬品・化粧品素材の開発、微生物制御技術の開発、新機能を付与した香粧品素材の開発、新規

機能性界面活性剤や新規洗浄剤の開発、金ナノワイヤー合成法の開発、および質量分析計による高度分析

などを行っています。 

 

■ 電子材料研究部 

エネルギー・IoT ・Beyond 5G をキーワードに、次世代電子材料の研究と技術支援に取り組んでいます。

無機電子材料、有機・高分子電子材料、有機無機ハイブリッド、金属酸化物、ナノ構造体などの合成、構

造制御や薄膜形成技術、表面処理・分析技術を用いて、未来を支える電子材料の創出・開発・分析・評価

をお手伝いします。また、AI 等を活用する次世代社会の実現に向けた研究も推進しています。 
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■ 物質・材料研究部 

「創る」を研き、「造る」を究める。皆様と共にものづくりを考えます。プラスチック材料、金属材料、

複合材料における、新材料開発、加工技術の高度化、材料の高性能・高機能化、異種材料接合などの研究

を業界ニーズに合わせて行っています。また、各種材料や製品の試験や分析などにおいても積極的に企業

を支援しています。 

 

■ 環境技術研究部 

「脱炭素」「カーボンニュートラル」に貢献する炭素電極や炭素触媒材料、全固体電池用材料、バイオ

技術によるバイオマス由来材料、低環境負荷で高耐久性の無機材料の開発、環境浄化技術を採り入れた快

適空間や安全環境の実現など、多様な素材と技術のコラボで幅広く環境を改善する研究に取り組んでい

ます。 

 

 

２．業務内容 

 

 当研究所で実施している支援業務の内容は以下のとおりです。まずは、技術相談（無料）をご利用くだ

さい。お客様の課題をお伺いし、担当研究員が最適な支援業務メニューを提案します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      技術のお悩みごとの解決を支援します                           

 

２.１ 技術相談（無料） 

製品の開発・改良、製造プロセスや品質管理上の課題など、個別の技術的なご質問やご相談に対して、

専門の研究員が無料で適切なアドバイスを行います。ご相談は、電話またはインターネットでお受けして

います。インターネットの場合、ご連絡までに数日を要する場合もありますので、お急ぎの場合は電話で

お問い合わせください。 

本格的なご相談は、来所していただき、実際の試料などを見ながら面談形式で実施します。そのうえで、

お客様の課題を解決するために、当研究所が提供できるサービスについてご提案いたします。 

また、製造装置のトラブルなど、現地でなければ解決が難しい課題については、研究員が現地に出向き、

アドバイスすることも可能です。 

なお、当研究所で対応できない技術分野については、可能な限り他の支援機関をご紹介いたします。 

【ご利用にあたってのお願い】 
 

〇 当研究所の支援業務の利用には、利用者登録（利用者カード）が必要です。（P8 参照） 
※ 利用者登録にあたっては、安全保障貿易管理制度に関する申告（P8 参照）と、 

支援業務利用約款に関する同意をお願いします（P10、P13～18 参照）。 
 

○ 技術相談で面談を希望される場合、または支援業務を申し込まれる場合は、あらかじめ 
日程等について担当研究員にご相談ください。 



5 

 

２.２ 依頼試験・オーダーメード試験（有料・後払い） 

 お客様からのご依頼に基づき、お客様から提供された試料・原材料・部品・製品等の各種試験、分析、

測定、加工などを当研究所の担当研究員が行います。 

 

＜依頼試験＞ 

 依頼試験では、あらかじめ定められた方法により試験、分析等を行います。依頼試験を実施する際には、

事前にお客様と十分な情報交換を行い、精度の高い試験結果をご提供するよう努めています。 

 

＜オーダーメード試験＞ ※和泉センターのみで実施 

 オーダーメード試験では、複数の依頼試験項目の分析、測定、加工等を組み合わせてお客様の課題の解

決を図ります。 

 

 

２.３ サポート研究（有料・月払いまたは一括払い） ※森之宮センターのみで実施 

 製品開発や技術改良、技術習得や技術移転など、お客様のご要望の内容について研究員と連携して一緒

に課題解決に取り組みます。月ごとに計画見直しができる制度となっています。 

 

˻ᵫ ᾆẕἷ˼ 

 新製品・新技術の開発、品質の向上・改良など、お客様のご要望に応じた研究開発を担当研究員が行い

ます。お客様から派遣される技術者を受け入れ、担当研究員と共同で研究を行うこともできます。さらに

研究成果を企業へ技術移転した後、製品化・実用化における課題解決や物性・性能評価等のための研究も

実施します。このほか生産現場において問題解決に向けた技術指導も行います。（別途、職員派遣の申し

込みが必要です。詳細はお問い合わせください。） 

 

˻♯ᾓ ἷ˼ 

 定型的な依頼試験では対応できないような特殊な試験または分析を行います。 

 

˻ṐṀ ► ἷ˼ 

 材料や製品の性能評価・分析等に最適な試験・分析方法について、高度な操作技術を必要とする機器装

置など種々の機器装置を活用しながら研究することにより、新機器や装置の新たな使用方法を確立しま

す。 

 

２.４ 装置使用（有料・後払い） 

 当研究所が保有する装置・機器をお客様ご自身で使用して、材料・部品・製品等の各種試験、分析、測

定、加工等を実施いただけます。装置の使用方法の説明が必要な場合は、担当研究員が指導します （装置

使用料に加え、指導調整料が必要となります）。 

特に高度な技術・経験を必要とする装置・機器につきましては、装置使用ライセンス（許可書）を取得

のうえ、ご利用いただける場合があります（※装置使用ライセンス制度。森之宮センターのみで実施）。

手続き等詳細は研究員にお尋ねください。  
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      研究を実施します                                     

 

２.５ 受託研究・共同研究（有料・前払い） 

 新技術・新製品開発や技術課題の解決・改善のための研究を、お客様からの委託に基づいて実施、また

はお客様と共同で実施します。 

 

      企業の人材育成を支援します                                

 

２.６ レディメード研修（有料・後払い） 

 中小企業等の技術力向上や技術者の養成を支援するために、当研究所の研究員が講師を務め、講義、実

習、実技による技術研修を行います。実施テーマや受講者募集の詳細は、当研究所のホームページに随時

案内しています。利用案内のページ（https://orist.jp/riyou-annai/）をご確認ください。 

 

２.７ オーダーメード研修（有料・前払い） 

 中小企業、事業者団体等の人材育成を目的として、お客様からのご要望に応じて研修内容や実施時期を

企画し、当研究所の研究員が講師を務めて研修を実施します。教育訓練や新人研修などにもご活用くださ

い。 

 

      技術情報を提供します                                   

 

２.８ セミナー（無料、一部有料） 

 当研究所で得られた研究成果や技術ノウハウを普及するために、研究発表会、セミナー、技術講習会、

ラボツアー等を開催しています。実施テーマや受講者募集の詳細は、当研究所のホームページに随時案内

しています。大阪産業技術研究所 HP ホーム＞イベント （https://orist.jp/event.html）をご確認ください。 

 

２.９ 図書室（閲覧無料、複写有料） ※和泉センターのみに設置 

 和泉センター図書室では、工業技術に関する図書の閲覧や文献複写を行っています。 

 

      産業振興を目的とした会合などに利用できます                        

 

２.10 施設使用（有料・前払い） 

 産業振興を目的とする使用に対して、当研究所の講堂、会議室、研修室等をお貸しいたします。講演会

や講習会の会場としてもご利用ください。 

 

      創業・新事業・スタートアップを技術で支援します                      

 

２.11 開放研究室・創業支援研究室 

 中小企業・スタートアップ等が当研究所内に設置した研究室に入居し、研究開発に取り組んでいただく

ことができます。 
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３．利用のながれ 
 

■技術相談の手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■来所時手続き（和泉センター／森之宮センター） ※ 必ず予約したセンターにお越しください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電話/インターネットにて技術相談を受け付けます。 

和泉センター  技術相談 電話 0725-51-2525 

森之宮センター 技術相談 電話 06-6963-8181 

※受付時間 平日 9:00～12:15、13:00～17:30 

技術相談の内容に応じて、和泉センターまたは森之宮センターの研究員

におつなぎします。研究員にご相談ください。 

（相談内容により、他機関を紹介させていただく場合もございます） 

来所いただいての詳細な相談が必要な場合、装置使用等を利用される

場合などは、来所の日時を予約してください。 

受付 

担当研究員との打ち合わせ 

利用者登録 

各種申込 

○毎回必ず受付に 
お立ち寄りください 

試験･利用等実施 

○未登録の方には登録手続きをします 
（名刺・ご本人確認書類必要、約 10 分） 

○登録済みの方はそのまま研究員に 
おつなぎします 

○担当研究員がお客様の課題をお聞き 
して、解決方法を提案します 

○依頼試験・装置使用等の申込
手続きは研究員が対応します 

○支援業務利用約款への同意を
お願いします 

 
〇安全保障貿易管理に関する 
 申告をお願いします 
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４．利用者登録（新規／更新）および利用者カード 
 

 当研究所の利用には利用者登録が必要となりますので、未登録の方は以下の方法でご登録ください。

来所の際は、受付で利用者カードのご提示をお願いします。 

 ・利用者カードは、両センター（和泉・森之宮）共通でご利用いただけます。 

 ・新規登録または最後の更新から 3 年が経過しましたら、利用者登録の更新手続きが必要です。 

 

̙ 利用者登録（新規／更新）の手順 

 

＜手続きに必要なもの＞ 

① 利用者登録／更新申込書 （受付に備え付けています。） 

② お名刺 （会社名、所属、連絡先等が記載されているお名刺） 

③ ご本人確認書類（運転免許証、社員証（写真付）、マイナカード等) 利用者カード（見本） 

 

利用者カードの作成は無料です。来所された際に受付で登録手続きをお申し出ください。①の申込書

にご記入いただき、②をご提出、③をご提示いただきましたら、その場で利用者カードを発行いたしま

す（所要時間：約 10 分）。なお、メールでも登録を受け付けます。 

 

ϸ˔Жψיּ  ᾆẕ χ πβχπʺ τ ḚʾḚ ΰοΨιήΜʻ 

 

■ 利用者カードを紛失された場合 

 

 万一利用者カードを紛失された場合は、受付までご連絡ください。 

 

■ 登録内容に変更があった場合 

 

 登録内容（会社住所、所属、連絡先、安全保障貿易管理に関する申告内容等）に変更があった場合

は、次回来所の際にお名刺とご本人確認書類をご持参のうえ、総合受付にお申し出ください。 

 

 

５．安全保障貿易管理に関する申告 
 

 外国為替及び外国貿易法等関係法令に基づく安全保障貿易管理制度上、当研究所の業務である技術相

談、依頼試験、装置使用、研修等は技術の提供に該当し、「非居住者」または 「特定類型該当者」に対し

て当研究所がこれらの提供を行う際には、経済産業大臣の許可が必要な場合があります。このため、当研

究所の利用者登録（更新）手続時または来所受付時に、「居住者／非居住者」「特定類型該当者」の申告を

行っていただきます。 

 安全保障貿易管理制度に基づく「居住者／非居住者」「特定類型該当者」の分類等については、次ペー

ジを参照ください。 
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＜居住者／非居住者＞ 

 居住者 非居住者 

日本人 ① 我が国に居住する者 
② 日本の在外公館に勤務する者 

① 外国にある事務所に勤務する目的で出国し外国に滞在する
者 
② 2 年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者 
③ 出国後外国に 2 年以上滞在している者 
④ 上記①～③に掲げる者で、一時帰国し、その滞在期間が 6 月
未満の者 

外国人 ① 我が国にある事務所に勤務する者 
② 我が国に入国後 6 月以上経過している者 

① 外国に居住する者 
② 外国政府又は国際機関の公務を帯びる者 
③ 外交官又は領事館及びこれらの随員又は使用人 

（ただし、外国において任命又は雇用された者に限る） 

法人等 ① 我が国にある日本法人等 
② 外国の法人等の我が国にある支店、出張
所、その他の事務所 
③ 日本の在外公館 

① 外国にある外国法人等 
② 日本法人等の外国にある支店、出張所、その他の事務所 
③ 我が国にある外国政府の公館及び国際機関 

 

＜特定類型該当者＞ 

※居住者（自然人）であるが、非居住者の影響を強く受けている状態にある者で下記に該当する者 

特定類型該当者 

① 
外国法令に基づいて設立された法人その他の団体（以下「外国法人等」という。）又は外国の政府、外国の政府機関、外
国の地方公共団体、外国の中央銀行若しくは外国の政党その他の政治団体（以下「外国政府等」という。）との間で雇用
契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結しており、当該契約に基づき当該外国法人等若しくは当該外国政府等の
指揮命令に服する又は当該外国法人等若しくは当該外国政府等に対して善管注意義務を負う者（次に掲げる場合を除
く。） 
 
（イ） 
当該者が本邦法人との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結しており、当該契約に基づき当該本邦法
人の指揮命令に服する又は当該本邦法人に対して善管注意義務を負う場合において、当該本邦法人又は当該者が、当該
外国法人等又は当該外国政府等との間で、当該本邦法人による当該者に対する指揮命令又は当該本邦法人に対して当該
者が負う善管注意義務が、当該外国法人等若しくは当該外国政府等による当該者に対する指揮命令又は当該外国法人等
若しくは当該外国政府等に対して当該者が負う善管注意義務よりも優先すると合意している場合 
 
（ロ） 
当該者が本邦法人との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結しており、当該契約に基づき当該本邦法
人の指揮命令に服する又は当該本邦法人に対して善管注意義務を負う場合において、グループ外国法人等（当該本邦法
人の議決権の５０％ 以上を直接若しくは間接に保有する外国法人等又は当該本邦法人により議決権の５０％以上を直
接若しくは間接に保有される外国法人等をいう。以下同じ。）との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締
結しており、当該契約に基づき当該グループ外国法人等の指揮命令に服する又は当該グループ外国法人等に対して善管
注意義務を負う場合 
 
例 
●外国企業と兼業している日本企業の従業員 
●外国企業の取締役等に就任している日本企業の取締役等又は従業員 など 
（ただし、外資系の日本法人は、外国企業ではありません） 
 
②外国政府等から多額の金銭その他の重大な利益（金銭換算する場合に当該者の年間所得のうち２５％以上を占める金
銭その他の利益をいう。）を得ている者又は得ることを約している者 
 
例 
●外国政府等から経済的な支援を受けている従業員 
●外国政府等から過去に貸与等の形で利益を受けたが返済を免除され、債務履行請求権の不行使という利益を 
 現に得ている従業員 など 
 
③ 
本邦における行動に関し外国政府等の指示又は依頼を受ける者 
 
例 
●外国政府からの指示で日本のある調査を依頼されている従業員 など 
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６．支援業務利用約款 
 

 当研究所では、下記の支援業務をご利用の際の各種手続きやお客様に遵守していただきたい基本的な

事項に関する「支援業務利用約款」を定めています。当研究所をご利用いただく前に、巻末 P13～P18 の

「支援業務利用約款」の内容をご確認ください。なお、当研究所の利用者登録（新規／更新）手続などの

際に、「支援業務利用約款」に同意いただきます。 

 

＜支援業務利用約款 対象業務＞ 

(1)技術相談、(2)依頼試験・オーダーメード試験、(3)装置使用、(4)サポート研究、(5)レディメード研修、

(6)オーダーメード研修、(7)セミナー、(8)施設使用、(9)図書室 

 

７．利用料金・支払い方法 
 

 技術相談は無料です。依頼試験・オーダーメード試験、サポート研究、装置使用、受託研究・共同研究、

レディメード研修、オーダーメード研修、施設使用、文献複写、開放研究室は有料です。料金の詳細につ

いては、別冊「和泉センター料金表」「森之宮センター料金表」をご覧ください。 

 

＜支払い方法＞ 

 請求書に記載の指定の期日までに銀行振込、または会計窓口にて現金でお支払いください。銀行振込の

場合、振込手数料はお客様の負担となります。また、当研究所の手数料・使用料等の金額は、すべて消費

税等を含んでいます。 

 

＜関西広域連合外の手数料・使用料の割増＞ 

 関西広域連合（大阪府、滋賀県、京都府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、徳島県、奈良県）外の地域の

企業が、依頼試験、装置使用等以外の支援メニューを利用される場合、手数料・使用料が割増となりま

す。ただし、申込者の住所（所在地）が関西広域連合外であっても、関西広域連合内に事業所（支店、

営業所、工場等）がある場合は、そのことが分かる書類を添付していただければ、関西広域連合内料金

を適用します。申込時に書類を添えてお申し出いただけない場合は、後日の関西広域連合内料金適用へ

の変更・差額のご返金には応じられません。なお、手数料・使用料の割増は、職員派遣に伴う旅費、森

之宮センターの講堂・会議室の冷暖房費を除きます。 

 

＜中小企業適用料金＞ 

 中小企業が、オーダーメード試験、サポート研究を利用する場合は、中小企業料金を適用します。中

小企業の範囲については、下表のとおりです。 

業種 企業規模 

製造業・建設業・運輸業等 資本金 3 億円以下又は従業員数 300 人以下 

卸売業 資本金 1 億円以下又は従業員数 100 人以下 

サービス業 資本金 5,000 万円以下又は従業員数 100 人以下 

小売業 資本金 5,000 万円以下又は従業員数 50 人以下 

（中小企業基本法第 2 条第 1 項による） 
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８．利用にあたっての注意事項 
 

■ 依頼試験・オーダーメード試験 

1.  試験途中で試験目的や試料の材質・性状等が不適切であることが判明した場合には、試験を中止さ

せていただきます。  

2.  停電や装置の故障等により試験が実施できなくなった場合には、復旧後速やかに試験を実施いたし

ますが、故障の状況によっては試験を中止させていただきます。  

3.  試験の中止や遅延によるお客様の損害(試料のき損などを含む)については、賠償いたしかねます。  

4.  提出された試料は、業務完了後に残余があるときには、利用者が責任を持って引き取ってくださ

い。  

5.  試験の報告書には、利用者登録された会社名・住所を記載して、申し込みを行った利用者に交付し

ます。  

6.  試験の結果を、当研究所名義とともに印刷物やインターネット等の電子媒体に掲載して広告しよう

とする場合は、事前に名義使用の承認申請書を提出し当研究所の承認を受ける必要があります。  

 

■ 装置使用  

1.  装置の使用にあたっては、あらかじめ希望される装置、使用日時、使用料等について、担当職員と

十分に打合せを行ったのちにお申込みください。  

2.  やむを得ない事情により、使用日、使用時間の延期または変更をお願いすることがあります。  

3.  装置の使用は、申し込みを行った利用者とし、使用権の譲渡及び装置等の変更を禁止します。  

4.  装置の使用中は、担当職員の指示に従ってください。  

5.  利用者は、装置の異常に気づいたときは速やかに担当職員に届け出て、職員の指示に従ってくださ

い。  

6.  利用者が、故意または過失により装置その他の物件をき損または滅失したときは、これを原状に復

しその損害を賠償していただきます。また、その使用する場所において生じた事故についても利用

者に責任を負っていただきます。  

7.  停電や故障等により装置が利用できなくなった場合、使用できなかった時間分の料金は徴収いたし

ませんが、使用者の損害(試料のき損などを含む)については賠償いたしかねます。  

8.  装置使用により得られたデータ及び内容について、当研究所名義とともに印刷物やインターネット

等の電子媒体に掲載して広告することを禁止します。  

 

＜ Ｘ線を発生する装置＞  

○ Ｘ線を発生する装置の使用を希望される場合、事前に担当研究員までご相談ください。  

 

＜ライセンス装置＞ ※森之宮センターのみで実施 

 ライセンス装置の使用申込について装置の使用にあたり、特に高度な技術・経験を必要とするものに

ついては、装置使用ライセンス制度を導入しています。  
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̓жϱЈрІ χ► Ṫ χ   

初めてライセンス装置の利用を希望される場合または更に高度な利用を希望される場合は、担当研究

員と面談のうえ、所定の申込用紙（技術指導申込書）に必要事項を記入し、担当研究員にお渡しくださ

い。担当研究員の技術指導により、ライセンス装置の使用技術を習得していただきます。技術指導終了

後、担当研究員が技術指導申込書に指導時間・指導料金・技術習得レベル等を記入しますので、窓口で

手続きのうえ、指導料金をお支払いください。なお、指導料金は、指導時間が最初の 30 分までを基本

料金（2,500 円）とし、それ以上は 30 分を超える毎に 2,500 円を加算いたします。  

 

̓ ► жϱЈрІˢẨᴦ ˣχ “  

すでにライセンス装置を自立使用する十分な技量をお持ちの場合は、所定の申込用紙（装置使用ライ

センス申請書及び誓約書）に必要事項を記入し、担当研究員にお渡しいただきますと、担当研究員が技

術レベルの確認事項等を記入いたしますので、その申込用紙を窓口にご提出ください。発行いたします

装置使用ライセンス（許可書）の有効期間は１年です。有効期限を超えた方がライセンス装置を再度利

用したい場合は、再度の技術指導の必要性の判断も含めて担当者にご相談ください。 

 

̓жϱЈрІ χ► ₅  

装置使用ライセンス（許可書）をお持ちの方が当該ライセンス装置を利用される場合、事前に担当研

究員と使用日時等を打合せした後、担当研究員が必要事項をシステム入力して印刷した申込用紙（装置

使用申込書）を確認し、記名のうえ申し込んでください。  

 

■ 依頼試験、装置使用、サポート研究にかかる試料等の取扱いについて 

依頼試験等の受付職員、担当研究員は、確認のため、お客様に対して試料等に関する情報（組織・来

歴等）について質問させていただくことがありますので、ご協力お願いいたします。 

下記に該当する試料等の取扱いはできません。  

1. 「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」で定める核原料物質、核燃料物質及びそ

れを含む試料等  

2. 「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」で定める放射性同位元素等及びそれを含

む試料等  

3.  和泉センターにおいては「地方独立行政法人大阪産業技術研究所和泉センター生物実験・組換えＤＮ

Ａ実験実施規程」、森之宮センターにおいては「地方独立行政法人大阪産業技術研究所森之宮センタ

ー遺伝子組換え生物等の使用等安全管理規程」で定める安全委員会の承認を得ていない遺伝子組換

え生物、及び人の健康や環境に悪影響を及ぼすおそれがあるため法人の設備で取り扱いができない

生物等の試料等  

4. 「特定化学物質障害予防規則」､「石綿障害予防規則」､その他「労働安全衛生法」で定める事項を遵

守できない試料等  

5. 事故、汚染、損傷等により研究所の施設、装置等に損害を与えるなど業務運営に支障を与える試料等  

6. その他法令に違反し、又は労働安全上、環境保全上、業務運営上の問題が生じる試料等 

（「地方独立行政法人大阪産業技術研究所試料等取扱規程」による）  
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⌐╟╡ ╩ ∆╢  

♪כⱷכ♄כ○  

─ ⌐ ⱴ≢⁸כ♥√⇔ ⁸ ⁸

⌐╟╡ ╩ ∆╢  

☿Ⱶ♫כ 

≢ ╠╣√ ╛ ⱡ►Ɫ►╩

⌐ ∆╢√╘⌐⁸ ⁸☿Ⱶ♫⁸כ

⁸ꜝⱲ♠▪כ ╩ ∆╢  

 

─ ╩ ≤∆╢ ⌐ ⇔≡⁸

⌐№╢ ⁸ ⁸ ╩ ⇔ ∆  

 

⌐ ∆╢ ─ ╛ ⌐ ∆╢

 

 

─☻ⱦכ◘  

 │⁸ ─ ⌐≈™≡⁸

↔≤⌐ ╘╢ ╩☻ⱦכ◘─ ⇔╕∆⁹ 

 

─  

 ⌐ ™╢ ╩⁸ ─ ─≤⅔╡ ⇔╕

∆⁹  

 ⌐ ╘╢ ╩ ⇔⁸

⌐ ⇔⁸ ⌐ ╘╢ ─ ─ ╖ │

⌐ ∆╢ ╩ ∫√ ⁸ │ ╩

⇔≡™╢  

 │ ⌐ ∆╢

╩ ↄ⁹ ─  

 

⌐ ╘╢ ⌐

∆╢ │  

 ⁸ ⱷ⁸ꜟכ ◘▬♩⁸

─ ╖⌐ ≢⅝╢  

 ⅛╠ ⁸ ⇔ↄ│ ♃כ♦

⌐╟╡ │ ↕╣√ ┘ ⌐ ∆

╢ ┘⌐ ⌐№√╡ ╡ √

─ ⁸ ─  

 ⅜ ⁸ ∆╢

╩ ∆╢ ≢№∫≡⁸ ⌐ ⇔⌂™  

 ⅜ ∆╢ ─ ╩

⇔⁸╕√ ⅜ ╩ ╗ ⌐ ∆╢↓≤╩

∆ ≢ ↔≤⌐ ╘╢╙─ 

 ─ ⌐ ⇔≡ ⅜ ∆╢

⁸ ⁸ │ │  

 ⅜ ╩ ∆╢ ≢⁸

⅜ ⌐ ⇔≡ ∆╢ ╩ ⇔√  

 ⅜⁸ ⅛╠ ╩ ⇔

√↓≤╩ ∆╢  

 ─ ⌐ ⌂⁸ ─ ⁸

⁸ ┘∕╣╠╩ ⌐ ∆╢ ⁸∕─

♃כ♦⁸ ⅛╠ ┼ ™√∞ↄ

 

 ─ ╩ ∆╢√╘─

≢⁸ ↔≤⌐ ╘╢╙─ 

 ─ ≢│⌂™⅜ ⌐

⇔≡ ∆╢  

 ╩ ∆╢ ⌐⅔™≡│

╩ ∆╢↓≤⁹ ─ ⌐╟╠∏ ─ ╩

℮ ⌐⅔™≡│ ─ ╩ ∆╢↓≤⁹ 

 ╩ ∆╢ ⌐⅔™≡│

╩ ⌐ │ ∆╢↓≤⁹ ─ ⌐╟╠

∏ ─ ╩ ℮ ⌐⅔™≡│ ≤ ∂⁹ 

 ╩ ⇔√  

⌐ ∆╢  ⁸ ⁸

⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ┘  

 ⅜ ╩ ∆╢√╘⌐

╩ ∆╢ ⅝ 

 

─  

 │⁸ ╩ ⅜≢⅝╢╙─≤⇔

╕∆⁹ 

 │⁸ ─ ⌐ ─ ─ ╩ ℮╙

─≤⇔╕∆⁹ 

 ─ │⁸ ⌐ ↕╣√ ⌐ ⇔≡

↕╣╕∆⁹ 

 │⁸ ⅜ ⇔√ ⌐ ⇔⁸ ℮╙

─≤⇔╕∆⁹↓╣⌐ ╦⌂™ │⁸ │⁸

─ ╩ ≢⅝╢╙─≤⇔╕∆⁹ 
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─  

 │⁸ ─ ╩ ⅜≢⅝╢

╙─≤⇔╕∆⁹ 

 

 

 │⁸ ─ ⌐ ∆╢ ⌐ ─

╖ ┘ ╩ ╘╕∆⁹ 

─ ⌐ ↕╣≡™╢ ⁸ │

⌐ ∆╢ ⁸ ⌐ ⅛ ⇔

≡ ∆╢ ─  ≢

⌐ ∆╢ ⌐ ⇔⌂™  

⌐ ╘╢ ─ │

≢№∫≡⁸ ─ ⌐ ≠⅝ ─

⅝╩ √ ≢⁸ ╩ √ │  

 │⁸ ⌐ ∆╢ ≢№∫≡╙⁸ ─

─ ⌐ ∆╢ │⁸ ─ ╖ ┘ ╩ ╘

╕∑╪⁹ 

⌐╟╢ ⌂ ─ ⌐ ∆╢

⌐ ∆╢

⁸

┘

⌐ ∆╢

 

⌐ ╘╢ ≢⁸ ⅜ ⌐ ∆

╢≤ ╘√  

⌐╟╡ ─ ╩ ↑≡™╢  

─ ⌐ ⇔≡ ⁸ ⁸

╩ ℮  

─◄fi♥▫♥▫ꜞ☻♩⌐ ↕╣≡™╢

┘ ⌐ ∆╢    

 │⁸ ─ ⅜№∫√ ⁸ ⌐

∆╢↓≤ │ ⌐ ⇔⌂™↓≤╩ ≢⅝╢

─ ╩ ∆╢╙─≤⇔╕∆⁹ 

 ╕≢─ ⁸ ⌐ ∂≡ ↔≤⌐ ╩

╘╢ ⅜№╡╕∆⁹ 

 

╖  

 ⅜ ╩ ∆╢ │⁸ ≤⇔≡

⅜ │ ╩ ∫√ ─ ⌐╟╡ ╖╩

℮╙─≤⇔╕∆⁹ 

 ⌐⅛⅛╦╠∏⁸ ↔≤⌐ ╖ ─ ╘⅜

№╢ │⁸∕─ ⌐╟╡ ╖╩ ℮╙─≤⇔╕∆⁹ 

 │⁸ ≤⇔≡ ╕≢⌐ ╘√ ─

⌐╟╢ ╖╩ ↑ ↑╕∑╪⁹ 

 │⁸ ⌐ ⇔√℮ⅎ≢ ╖╩ ℮╙─≤

⇔╕∆⁹ 

 │⁸ ─ │ ╖╩╙∫≡

⅜ ┘ ─ ⌐ ⇔√╙─≤╖⌂

⇔╕∆⁹ 

 ⁸ ╛ ─ │ │⁸ ≤⇔≡

⌐ ╡╕∆⁹  

 

─  

 ⌐╟╡ ╖╩ ℮ ⌐≈™≡│⁸

⅛╠ ↕╣√ ╩ ⅜ ⇔√ ╩

─ ≤⇔╕∆⁹ 

 ─ ─ │⁸ ↔≤⌐

╘╕∆⁹ 

  

─  

 │⁸ ⅜ ─ ─ ⌐ ∆╢

↓≤⅜ ⇔√ │⁸ ─ ╖╩ ⇔⌂™↓

≤⅜≢⅝╢╙─≤⇔╕∆⁹ 

─ ⅜⁸ │ ─ ⌐⅛⅛╦╠∏⁸

─™∏╣⅛⌐ ∆╢  

▪ ╛ ─ ⅜ ╘╠╣╢  

▬ ⁸ ─ ≤ ⌂╢ ⅜№╢  

► ∕─ ⁸ ⌐ ⅜№╢  

⅜⁸ ─™∏╣⅛⌐ ∆╢╟℮⌂⁸

⌐ ∆╢ ה ה ה ─ ╩

≤⇔≡ ╩ ⇔╟℮≤∆╢ │ ↕

╣╢⅔∕╣⅜№╢  

▪ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ∕─

─ ⁸ ─ ⌐╟╡ ⁸ ⁸

∆╢↓≤⅜ ה ↕╣≡™╢ ה ♦ה

♃כ  

▬ ∕─ ─ ╩ ⇔≡™╢⁸ │

∆╢⅔∕╣⅜№╢≤ ╘╠╣╢ ה ♦ה

♃כ  

► ⌐ ∆╢ ה ♃כ♦ה  

◄ ─ ⌐⌂╢≤ ╘╠╣╢⁸ │ ⌐

⌂╢⅔∕╣⅜№╢ ה ♃כ♦ה  

ה ─ ⅜⁸ ─™∏╣⅛⌐ ∆╢╟℮

⌂⁸ ה ╩ ℮↓≤⅜ ≢⌂™≤ ╘╠╣╢╙

─≢№╢  

▪ ⌐╟╡ ⌐ ⅜ ↕╣≡™╢ ╛

 

▬ ⌐ ⌂ ⅜ ↕╣≡™╢ ╛  

► ⌂ ≢ ⇔√ ╛  

◄ ─ ⅜ ≢№╢≤ ↕╣╢  

⅜ ╩ ∆╢⌐№√╡⁸∕─

⌐ ╠∏⁸ ⌐ ℮═⅝ ╩ ⇔≡™

╢ ⁸ │ ⌐ ⇔√↓≤⅜№╢  

⅜ ╩ ∆╢⌐№√╡⁸∕─

⌐ ╠∏⁸ ⌐ ⅛╠ ⁸ ⁸

╩ ↑√↓≤⅜№╢  

╖─ ≢⁸ ⅜ ⌐ ⇔

⌐╟╡ ╩ ╗ ─ ╖╩ ∫√ ⌐⁸ ─

⌐ ∆═⅝ ⌐╟╢ ⇔ↄ│ ─ ⅜ ╦

╣≡™╢  

⅛╠─ ⅜ ╛ ⌐ ╩ ╓∆

╙─⁸ │ ⅜ ╛ ⌐ ╩ ╓∆

╙─≤ ⇔√  

─ ה ╩ ≤∆╢ ה ⁸

─ ™─ ╩ ≤∆╢ ה ⁸ ה

⌐ ∆╢ ╩ ≤∆╢ ה ≢⁸

利
用
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ה ⌐ ≠ↄ ⅜ ╪≢™⌂™  

⅜ ╩ ⅛≈ ⌐ ∆╢√╘

⌐ ≤⇔⁸ ╩ ╘╢ ┘ ⌐≈™≡⁸ ∟

⌐ ה ⇔⌂™⁸ │ ∟⌐ ה ∆╢↓≤⅜

≢⅝⌂™  

╛ ─ ⁸ ┘⁸ ⅜ ⇔≡

™⌂™ ─ ⌐╟╡⁸ ⌐ ⇔√

─ ⅜ ≢№╢≤ ⅜ ⇔√

 

╩ ℮↓≤≢⁸ ─ ⅜№╢≤ ↕

╣╢  

▪  │ ╩ ∆╢⅔∕╣⅜№╢≤⅝ 

▬  │ ⁸ ╩ ∆╢⅔∕╣⅜№╢

≤⅝ 

►  ─ ⅜№╢≤⅝ 

─ ╛

⌐ ∆╢ ─

─ ╖≢№╢≤ ⅜ ⇔√  

 ⌐ ⇔⌂™ ≢╙⁸ │ ─ ╩

™╕∑╪⁹ 

 

─  

 │⁸ ─ ⌐ ≠ↄ ─

ה ╩ ⌐ ⇔⁸ │ ⌐ ∆╢ ─ ╩

℮↓≤╩ ⇔╕∆⁹ 

 

 

 ─ │⁸ ⁸ ─ ╘╢≤

↓╤⌐╟╡╕∆⁹ 

 ─ ⅜ ─ │⁸

─ ⅜ ≤⌂╡╕∆⁹√∞⇔⁸ ⌐

∆╢ ⌐ ⅜№╢ ⁸∕─↓≤⅜╦⅛╢

╩ ∆╣┌⁸ ⌐ ∆╢ ↑─

╩ ⇔╕∆⁹ 

 ⌐│ ≤⇔≡ ↑─ ╩ ⇔╕∆⁹

√∞⇔⁸ ─ ⌐≈™≡⁸ ⌐ ∆╢

│⁸ ↑─ ╩ ⇔╕∆⁹ 

 ⌐│ ┘ ─ │ ™╕∑╪⁹ 

 ∕─ ⁸ ⌐ ⇔≡ ↔≤─ ╘⅜ ⌂

│⁸ ↔≤⌐ ⌐ ╘╕∆⁹ 

 

─ ™  

 │⁸ ─ ─™∏╣⅛⌐╟╡ ╩

℮╙─≤⇔╕∆⁹  

⅜ ∆╢ ┼─ ╖ 

™ 

 ⌐ ╢ ─ ⅜ ∆╢ │⁸

─ ≤⇔╕∆⁹ 

 ─ │⁸ ─ ⁸

─ ≤⇔╕∆⁹ 

 

 

 ─ │⁸ ≤⇔≡ ─

─ ⅛╠ ╕≢─℮∟⁸

⅛╠ ╕≢─ ╖ ╩ ™√ ≤⇔╕∆⁹ 

 ⌐⅛⅛╦╠∏⁸ ↔≤⌐ ─ ╘⅜№

╢ │⁸∕╣⌐ ™╕∆⁹ 

 

 

 │⁸ ⌐≈™≡ ≤⇔≡

─ ╩ ™╕∑╪⁹ 

 │⁸

⌐⅔™≡ ∆╢ ─

⌐╟╡⁸ ⌐≈™≡ ─ ⌐╟╢

⌂⇔⌐│⁸↓╣╠╩ ─ ─ ⌐

∑∏⁸⅛≈ ⌐ │ ⇔╕∑╪⁹√∞⇔⁸

─ ─ ⌐ ∆╢ ⌐≈™≡│↓─ ╡≢│№

╡╕∑╪⁹  

⅛╠ │ ╩ ↑╢ ⌐⁸ ⌐

⅜ │ ⇔≡™√╙─ 

⅛╠ │ ╩ ↑╢ ⌐⁸ ≢

⌐ ≤⌂∫≡™√╙─  

⅛╠ │ ╩ ↑√ ⁸ ─

⌐╟╠∏ ≤⌂∫√╙─  

⅛╠ │ ╩ ↑√ ⁸ ⅜

⌐ ∆╢ ╩ ↕╣╢↓≤⌂ↄ⁸ ⌂

╩ ∆╢ ⅛╠ ⌐ ⇔√╙─ 

─ ⌐ ≠⅝ ⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™╙─  

⁸ ─ ⅛╠─ ה ה

⌐ ≠⅝⁸ ⌂ ⌐ ╡ ה ⇔⌂↑╣

┌⌂╠⌂™╙─ 

 │⁸ ─ │ ─ ה

⁸ ⌐⅔™≡₈ ₉≤™℮⁹ ╩⁸ ─

⌐ ∆≤⅔╡⌐ ⇔╕∆⁹ 

│ ⅛╠─ ⌐⅔™≡⁸ ╩ ╦⌂

™╟℮⌐ ╘╠╣√ ╩ ⅝⁸ ─ ╩∆═

⅝ ┘ ╩ ⇔≡™╢ ╩ ⌐ ⇔≡

∆╢↓≤ 

⌐ ╩ ↕╣√ ⌐ ╡ ∆╢↓≤ 

 ─ ⌐╟╢ ╩ ∫√↓≤ │ ╦⌂⅛∫

√↓≤⌐╟╡ ⌐ ∆╢ ⌐≈™≡⁸

│ ─ ╩ ™╕∑╪⁹ ─ ⌐╟╡ ⌐

⇔≡ ╩ ╦⌂⅛∫√↓≤⌐≈™≡╙ ≤⇔╕∆⁹ 

 │⁸ ╩ ╘≡

─ ┘ ⌐ ∆╢

╩ ⇔╕∆⁹ 

 

─  

 │⁸ ⌂╢ ─ ╩╙∫≡

─ ╩ ⇔╕∆⁹ 

 ≢ ╘╠╣√ ╩⁸ ≢ ╘√ ≢

⇔╕∆⁹ 

 

─  

 │⁸ ╩ ∆╢╙─≤⇔╕∆⁹╕

√⁸ │⁸ ⅜ ∆╢ ⌐ ∆╢
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─ ⁸ ⁸ ⁹ ⁸↓─ ⌐⅔

™≡ ∂⁹ ⌐ ⇔≡╙⁸ ╩ ↕∑╢╙─≤⇔⁸

↓╣╠─ ⌐╟╢ ─ ╩ ℮╙─≤⇔╕∆⁹ 

 │⁸ ─ ╖⌐⅔™≡ ⁸

┘ ─⌂™ ╩ ∆╢╙─≤⇔╕∆⁹ 

 ─ ─ ⁸ │ ⌐╟╢ ⁸

┘ ⌐╟╡ ∂╢ ─ ─ ⁸

─ │ ─ ─ ⌐≈™≡⁸

│ ─ ╩ ™╕∑╪⁹ 

 │⁸ ┼─ │⁸ ≢

∆╢╙─≤⇔╕∆⁹ 

 │⁸ ┘ ╩ ∆╢≤⅝│

─ ⌐ ™⁸ ⌂╢ ─ ╩╙∫≡ ╡

℮╙─≤⇔╕∆⁹ 

 ⁸ │ ⅜ ∆╢ ⌐ ∆╢ ─

│ ⌐╟╡ ─ ⁸ ⁸ ∕─

⅜ ⇔⁸ │ ⌐ ⅜ ∂√ ⁸

∕─ ─ │ ⅜ ℮╙─≤⇔╕∆⁹ 

 │⁸ ─ ⌐№√╡ ⌂ ╩⁸ ╘╠

╣√ ╕≢⌐ ─ ≤ ⌐╟╡⁸ ─

∆╢ ⌐ ∆╢╙─≤⇔╕∆⁹ 

 │⁸ ⅜ ─√╘⌐ ⌂

─ ╩ ⇔√ ⁸ ╛⅛⌐ ∂╢╙─≤⇔╕

∆⁹ 

 │⁸ ⅛╠ ─ ⁸ ⁸

┘ ─ ⌐≈™≡ ╩ ╘╠╣√ ⁸↓╣

⌐ ∂⌂↑╣┌⌂╠⌂™╙─≤⇔╕∆⁹ 

 ⁸ │ ⅜ ∆╢ ⌐ ∆╢

│ ╩ │ ⁸ ⌐ ⇔≡ ╡

√ ╩ ⌐ ⇔≡│⌂╠∏⁸╕√ ─

─ ⌐ ⇔≡│⌂╠⌂™╙─≤⇔╕∆⁹ 

 

─  

 ≤ ─ ─ ה ⌐╟╡⁸

⌂ ⌐⅔™≡⁸ ─ ╩ │

╩∆╢↓≤⅜≢⅝╢╙─≤⇔╕∆⁹√∞⇔⁸

↔≤⌐ ╘─№╢ │⁸∕─ ╘⌐ ™╕∆⁹ 

 ─ ⌐⅛⅛╦╠∏⁸ │ │ ⌐

≈™≡⁸ ─ ╩ ™╕∑╪⁹ 

 ⅜ ─ ╩ ∆╢ ⁸ ∟⌐∕─

╩ ⌐ ∆╢╙─≤⇔╕∆⁹√∞⇔⁸

─ ⅜⌂↑╣┌ ─ │ ╩∆╢↓

≤⅜≢⅝╕∑╪⁹ 

 │⁸∆≢⌐ ⇔√ ⌐≈™≡│ ≤⇔

≡ ─ │ ╩ ™╕∑╪⁹ 

 ─ ⌐╟╡ ─ │ ╩∆╢

⁸ ⌐ ⇔≡ ∆╢╙─≤⇔╕∆⁹ 

 ⌐⅛⅛╦╠∏⁸ ─ ⌐╟╡ │

╩∆╢ │⁸∆≢⌐ ⇔√ ⌐≈™≡╙

─ │ ╩ ℮↓≤⅜≢⅝╢╙─≤⇔╕∆⁹ 

 ─ ⌐╟╡ ⌐ ⅜ ∂╢ │⁸

│ ─ ╩ ℮╙─≤⇔╕∆⁹ 

 

─  

 │⁸ ─ ─ ⌐ ∆╢≤⅝│⁸

⅜ ≢№∫≡╙⁸ ∟⌐ ─ ╩

ה ⇔⁸∕─ ─ │ ╩ ∆╢↓≤⅜≢

⅝╢╙─≤⇔╕∆⁹ 

⅜ ⌐ ℮═⅝ ─ ™╩

⇔√  

⅜ │ ⌐ ⇔√↓≤⅜ ╘╠╣√

 

│ ⅜⁸ ─ ─ ⌐ ∆

╢↓≤⅜ ⇔√  

─ ⌐ ∆═⅝ ⌐╟╡⁸ ╩

│ ≢⅝⌂™ ⁸ │ ─ ⅜ ─

⅜≢⅝⌂ↄ⌂∫√  

─╒⅛⁸ ─ ⌐ ∆═⅝ ⌐╟╡⁸∕

─ ╩ ∆╢↓≤⅜ ≢№╢≤ ⅜

⇔√  

 ─ ╩ ℮ ⁸ │⁸ ⌐ ╩

╙∫≡∕─ ╩ ∆╢↓≤⅜№╡╕∆⁹ 

 │⁸ ─ ╩ ℮ ⁸

⌐ ╢ ⅜ ⌐ ╦╣≡™╢≤⅝⌐│⁸↓╣╩

⇔╕∑╪⁹╕√⁸ ⅜ ╦╣≡™⌂™≤⅝│⁸

↓╣─ ™╩ ⌐ ≢⅝╢╙─≤⇔╕∆⁹ 

 │⁸ ─ ╩ ℮ ⁸ ⌐ ╘╢

╙──╒⅛⁸ ⅜ ↑√ ⌐≈™≡⁸∕─

╩ ⌐ ≢⅝╢╙─≤⇔╕∆⁹ 

 │⁸ ─ ╩ ℮↓≤⌐╟╡ ⅜

↑╢ ⌐≈™≡⁸ ─ ╩ ™╕∑╪⁹ 

 │⁸ ─ ╩ ℮⌐№√╡⁸∕─

⅜ ⌐ ∆╢ ⁸ ╩ ⅎ╢╙─≤⇔

╕∆⁹ 

 

─  

 │⁸ ⅜ ─ ⌐№√╡

↕╣√ │⁸ ≤⇔≡⁸ ─ ⌐

⌐ ⇔╕∆⁹ ─ ⌐ ∆╢ │ ─

≤⇔╕∆⁹√∞⇔⁸ ─ ≢⅝⌂™╙─

│ ⇔╕∑╪⁹ 

 │⁸ ─ ⌐╟╢ ─ ⌐№√

╡⁸ ⌐╟╢ ⅜ ≢ ⇔√ ⁸ ⁸

⌐≈™≡⁸ ─ ╩ ™╕∑╪⁹╕√⁸

─ ⌐ ⇔≡ ⅛╠ ↕╣╢ ⌐≈™≡╙

⌐⁸ ─ ╩ ™╕∑╪⁹ 

 

─  

 │⁸ ─ ╩ ℮ ≢

│⁸ ─ ╩⁸ ─ ╘─⌂™ ╡⁸

⇔╕∆⁹ 

 

─ ה ─  

 │⁸ ─ ╩ ™╕∑╪⁹ 

 ↔≤⌐ ╘─№╢ │⁸ ╩ ∆╢↓≤

⅜≢⅝╕∆⁹ 
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ה ─  

 ⌐≈™≡⁸ ⌐╟╢

⁸ ⁸∕─ ⁸ ┘ ≢─

┘ │⁸ ─ ─ ⌐⅛⅛╦╠∏ ⇔╕

∆⁹ 

 ⌐⅛⅛╦╠∏⁸ ─ ╩ ↑√ │⁸

∕─ ╩ ↑√ ≢ ┘ ⅜≢⅝╢╙─≤⇔

╕∆⁹ 

 ⌐╟╡ ╩ ↑√ ≢╙⁸ │ │

⌐ ⇔⁸ ─ ╩ ∆╢╙─≤⇔╕∆⁹  

⌐ ⌂ ─  

⁸ ה ⁸ ─ ┼─

┘ ─ ─ ┼─ ╩ ╗  

 ⅜ ≢ ╘√ ╩ ⅎ√ │ ╩

∫√ ⁸ │ ⌐ ⇔√≤ ⅜ ⇔√

⁸ │ ╩ ה ⇔⁸ ╩ ≢

⅝╢╙─≤⇔╕∆⁹ 

 ⅜ ≢ ╘√ ╩ ⅎ√ │ ╩

∫√ ⁸ │ ⌐ ⇔√≤ ⅜ ⇔√

⁸ │⁸ ⁸ ⁸ ╩ ה ⇔

√ ╩ ≡ ⇔⁸ ≢⅝╢╙─≤⇔╕∆⁹╕√⁸

│ ⌐╟∫≡ ∂√ ⌐≈™≡⁸

─ ╩ ™╕∑╪⁹ 

 │⁸ ┘ ≢ ↕╣

√ ⁸ ⁸ ╩ ⌂ↄ ⌐ │ ⌐∆

╢↓≤╩ ⇔⁸ ⁸ ⁸ ─ ─ ─

⇔ ╘╩ ≢⅝╢╙─≤⇔╕∆⁹ 

 ─ ⌐╟╡⁸ │ ⌐ ∂√

⌐≈™≡⁸ │ ⌐∕─ ─ ╩ ≢

⅝╢╙─≤⇔╕∆⁹ 

 

 

 ─ ⌐ ╘╢ │⁸ ≡

│ ⌐ ∆╢╙─≤⇔╕∆⁹  

╩ ∆╢ ⌐ │ ⅜

⇔√ ⁸ ⁸ ה  

┘ ⌐ ↕╣√ ⁸ ⁸

┘ ⁸ ─  

⅜ ה ⇔√ ⁸◘fiⱪꜟ⁸ ⁸

⁸  

⅜ ⇔√ ⱴ♬ꜙ▪ꜟ⁸ ⁸▬ꜝ☻

♩ ╩│∂╘≤∆╢ ┘ ─  

 ⌐≈™≡⁸ ⅛╠ ╩ ↑√╙─≢⁸

⅜ ╩ ∆╢╙─⁸ ┘ ─╙─│ ⇔╕

∆⁹ 

 │⁸

≢ ↕╣╢╙─╩ ⅝⁸ ⌐ ╘√

│ ⌐ ∆╢ ╩⁸

⅜ ⌐ ≢ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ∆

╢↓≤╩ ⇔╕∆⁹ 

 ◘ⱳכ♩ ⌐╟╡ ∂√ ⁸ ⁸ ∕─

─ │⁸ ┘ ⌐ ∆╢╙─≤

⇔⁸ ⌐│ ≤─ ≢⁸ ─ ™⌐

∆╢ ╩ ⇔╕∆⁹ ╩∆╢ │⁸

┘ ⅜ ≢ ∆╢↓≤≤⇔⁸ ┘

⌐ ℮ │ ─ ≤⇔╕∆⁹ 

 

─  

 │ ♪כⱷכ♄כ○⁸ ⁸

⌐╟╡ ╠╣√ ⌐≈™≡⁸ ─ ╩ ∏

⌐ ≢⅝╢╙─≤⇔╕∆⁹ 

 │⁸ │ ─℮∟⁸

≢ ⇔√ │ ⌐ ∆╢

─ ⌐ ╕╣╢╙─⌐≈™≡ ─ ╩ ⇔╕

∆⁹ 

⅛╠ ⌐ ↕╣√╙──

─ ≢─  

│ ─ ⇔ↄ│ ╩

⇔≡─  

☿Ⱶ♫כ ≢ ⇔√ ─ ⇔ↄ│ ─

 

 │⁸ │ ─℮∟⁸

≢ ⇔√ │ ⌐ ∆╢

─ ⌐ ╕╣╢╙─⌐≈™≡⁸ ≢ ⇔√╙─╩

⅝⁸ ⌐ ⌐ ⌐≡ ╩ ∫√℮ⅎ

⅛╠ ↕╣√ ┘ ⌐ ╡ ≢⅝╢╙

─≤⇔╕∆⁹ 

 │⁸ ─ ∆╢ ─℮∟⁸ ⌐

╟╢ ⌂ ╩ ↑≡™╢ ─ ╩⁸

─ ⅜№╢ ⌐ ╡ ⇔≡ ≢⅝╢╙─≤⇔

╕∆⁹ 

 ┘ ⌐≈™≡⁸ ⅜ ⇔⁸ ≢⅝

╢ ≢─ ≤⁸ ⅜ ⇔⁸ ≢⅝╢ ≢─

╩ ≤⇔√ │≢⅝╢╙─≤⇔╕∆⁹ 

 ⌐≈™≡⁸ ⅜ ⇔⁸ ≢⅝⌂™ ⌐

⇔√ │⁸ ⅜ ╩ ℮╙─≤⇔╕∆⁹ 

 

 

 │⁸ ≢ ╠╣√ ╩⁸ ⅜

∆╢ ⁸ ◌♃꜡◓⁸∕─ ⌐ ∆╢

⌐╟╢╙──╒⅛⁸ ◘▬♩⁸Ⱪ꜡◓⁸

╩ ╗⁹ ⁸₈ ₉≤™℮⁹ ⌐ ∆╢

⁸ ─ ∕─ ╩ ∆ ⁸

⁸꜡◗ⱴכ◒∕─ ─ ╩ ≢⅝╕∑╪⁹ 

 ⌐⅛⅛╦╠∏⁸ │⁸ ⅛╠

─ ⌐╟╡⁸ ⌐ ↕╣√

─ ⌐ ─ ╩ ⇔√™ ─ ⅜№∫

√ │⁸ ─ ╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢╙─≤⇔╕

∆⁹ 

 │⁸ ─ ⌐ ⇔≡⁸ ╩ ∆

╢ │ ─ ⌐≈™≡

╩⁸ ⇔⌂™ │ ─ ⌐≈

™≡ ╩ ⌐ ⇔≡ ⇔╕∆⁹ 

 ≢ ╩ ≢⅝╢ │⁸ ↔≤

⌐ ╘╕∆⁹ 
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 ─ ╩≢⅝╢ │⁸ ─ ⅛╠

≤⇔╕∆⁹ 

 ⅜ ↕╣√ ⁸ │

⅛╠ ≤⇔╕∆⁹ 

 │⁸ ⅜ ┘ ⌐ ≠™≡

⇔√ ─ ⁸ ╩ ╗ ⌐

⇔≡─╖ ╘⁸ ⅜ ∫√ ─ ⌐ ∆

╢ ┘◖ⱷfi♩ ⅛╠ ╠╣╢ ⁸

⁸ ⌐ ⇔≡│ ╘╕∑╪⁹ 

 ∆╢ ─ │ ⅛╠⁸ ⅜

─™∏╣⅛⌐ ∆╢≤ ⇔√ │ ╩ ╘

╕∑╪⁹ 

╛ ─ ⌐ ╩ ⅎ╢╟℮⌂ ♦

─♃כ │ ⅜ ⇔√ ⌐╟╡ ≢

⌂™≤ ↕╣╢ ╩⇔╟℮≤∆╢  

─ ה ⌐ ⇔≡⁸₈

⅜ ⁸ ₉ ─ ╩⇔╟℮≤∆╢  

∕─ ⁸ ⅜ ─ ─ ⅜ ≢

№╢≤ ∆╢  

 ⌐ ⇔⌂™ ≢╙⁸ ∏ ╩ ╘╢↓≤

╩ ∆╢╙─≢│№╡╕∑╪⁹ 

 

─  

 │⁸ ⅜ ⁸ │

⌐ ⇔√≤ ╘╠╣╢ ⁸ ⌐ ⇔≡

─ ╩ ∆╢≤≤╙⌐⁸ ⇔√ ─ ⁸

⇔√ ─ ⁸ ─ ┘ ─

╩ ╘╢↓≤⅜≢⅝╢╙─≤⇔╕∆⁹ 

 │⁸ ⅜ ╩ ⅎ√ ⅜⁸

⁸ │ ⌐ ⇔√≤ ╘╠╣╢ ⁸

⌐ ╦╡⁸ ⅜ ⇔√ ─ ⁸ ⇔√

─ ⁸ ─ ┘ ─ ╩ ℮↓≤╩

╘╢↓≤⅜≢⅝╢╙─≤⇔╕∆⁹ 

 

 

 ─ ⌐ ∆═⅝ ⌐╟╡ ∂√↓≤

⅜ ╠⅛⌂ ╩ ⅝⁸ ─ ⌐№√╡ ∂√

┘ ─ ─ ⁸ ┘ ⌐≈™≡

│⁸ │ ─ ╩ ™╕∑╪⁹ 

 │ ─ ─ ⌐ ∆╢ ⁸

─ ╩ ╘⁸ ⌐

⇔≡ ─ ╩ ™╕∑╪⁹ 

 ⁸ ∕─ ─ ⌐

─ ⅜ ∂╢  

ה  ה ─ ╩ ∆╢ ⌐

╛ ⁸ ─ ⅜ ∂╢  

 │⁸ ⅜ ⌐╟╡ ╠╣√ ה

ה ┘ ╩ ∆╢↓≤⌐╟╡

∂√ ⌐≈™≡⁸ ─ ╩ ™╕∑╪⁹ 

 │⁸ ─ ⌐≈™≡⁸ ─

⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ┘∕─

─ ┼─ ╩ ⇔╕∑╪⁹ 

 │⁸ ─ ─ │∕─ ⅜⁸

™⅛⌂╢ ─ ⁸ ⁸ ⁸ │∕─

─ ╩ ⇔⌂™↓≤╩ ⇔╕∑╪⁹ 

 │⁸ ─ ⌐ ∆═⅝ ⌐╟╡⁸

─ ─ ⁸ ─ ⁸ ─ ─ ה

⅜ ∂√ ⁸ ─ ╩ ™╕∑╪⁹ 

 ⌐⅛⅛╦╠∏⁸ │⁸ ─

⌐ ⌂ ⅜№╡⁸⅛≈ ⌐≈™≡

⌐ │ ⌂ ⅜ ╘╠╣╢ ⌐│⁸ ≤

─℮ⅎ ─ ─ ⌐╟╡ ∆╢╙─≤⇔╕∆⁹√∞

⇔⁸ ─ ⌐⅔↑╢ ⌂ ⅛╠

⌂ │⁸ ⌂ ⌐│ ╕╣╕∑╪⁹ 

─ ⌐╟╢⁸ ─

─  

⅜ ∫√ ─ ╩ ≤⇔√⁸

⅜ ∫√ ─  

 ─ │⁸ ─ ⅛╠ ⌐ ╦⌂

↑╣┌⌂╠⌂™╙─≤⇔╕∆⁹ 

 

 

 │⁸ ⁸ ▬fiⱨꜝ

⁸ Ⱡ♇♩꞉כ◒ ─ ⁸ ─

ה ⁸∕─ ─ ─ ⌐ ∆╢↓≤⅜≢⅝⌂

™ ⌐╟╡ ─ ⅜ ⌂ ⁸ ≤─

│ ─ ⌐╟╡ ╩ │ ≢⅝╢╙─

≤⇔╕∆⁹ 

 

 

 ⌐ ╘─⌂™ │ ─ ⌐

∆╢ ⌐≈™≡│⁸ ╩╙∫≡ ─℮ⅎ ∆

╢╙─≤⇔╕∆⁹ 

 

 

 ⌐ ∆╢ ─ ─ ⅝

╩ ╗ │⁸ ╩ ─

≤⇔╕∆⁹ 

 

  

  

利
用
約
款 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ḱ ṇ 
Ẓ594-1157 ּט 2 7 1  

 0725-51-2525 ṕ Ṗẑ           ṇ  
 

ṇ 
Ẓ536-8553 1 6 50  

 06-6963-8011 ṕ (  Ṗẑ(שּ
   06-6963-8181 ṕ Ṗẑ           ṇ  
 

ẑ  9:00Ṍ12:15ḭ13:00Ṍ17:30 
 
 
 

大阪産業技術研究所 利用のご案内（令和 8 年（2026 年）4 月発行） 


